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「国内CDM制度」とは、大企業等の資金・技術により中小企業等（自主行動計
画に参加していないもの）が排出を削減した場合、当該大企業等がその削減
量を自らの削減分として自主行動計画等に反映させる仕組みであり、平成２０
年秋からの制度実施が予定されている。

（出典：経済産業省産業技術環境局資料より抜粋）


